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第 9回全国情報公開度ランキング 

2005 年 3月 

全国市民オンブズマン連絡会議 

１.はじめに 

 ９回目の情報公開度ランキングを発表します。過去の調査と同様、今回も全国市民オンブ

ズマン連絡会議に所属する全国のオンブズが地元自治体に対して行った情報公開請求に基

づく資料を基礎とし、これに各自治体に情報公開条例の運用の実態を直接問い合わせた結果

を加味して評価しました。各地のオンブズによる情報公開請求は一部を除いて２００４年の

１１月に実施しました。評価対象自治体は４７都道府県、１３政令市のほか、地元の各市民

オンブズが任意に情報公開請求した２３の市です。 

    評価の基準は全国市民オンブズマンのメンバーによる第９回ランキング判定委員会によ

って作成され、これに基づく資料の評価と調査は名古屋にある全国事務局のメンバーが担当

しました。今回も、全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する５０を越えるグループとその

メンバーが参加しました。 

 

 なお、今回はＡ４のコピー用紙と警察官の制服の入札予定価格の落札率の調査もあわせて

行いました。いわば情報公開度ランキング調査の副産物ですが、今後の市民オンブズの活動

に重要な示唆を与えるものでもあります。これについては本文末尾をご覧下さい。 

 

２.評価項目・採点基準等 

評価の項目は例年通り、文書の公開（透明）度と制度運用状況からなります。 

（１）評価対象項目 

 今年の特徴として、公開請求の実施機関の範囲を広げた点が挙げられます。透明度の

評価項目で首長部局の情報に属するのは、交際費とＡ４コピー用紙の入札情報（一部の

自治体では警察官の制服も）の情報だけで、それ以外は議会（政務調査費）、公社（住宅

供給公社＊注 1）、県警（警察官の制服、捜査報償費＊＊注 2）を実施機関とする情報とした

のです。この「モデルチェンジ」は、首長部局の情報と比較して、それ以外の実施機関

の情報の透明度が見劣りする傾向にあることを意識した結果です。私たちが全国大会で

しばしば問題提起してきたように、情報の透明化の遅れはとりわけ、政務調査費情報と

県警情報で際だっています。このような状況から考えれば、自治体の情報公開度の判定

を首長部局の情報の透明度を中心として評価することは実態を正確に反映するものでは

ないと言えます。そこで今回はあえて透明度の低い政務調査費情報と県警情報の比重を

上げた評価をしたわけです。 

 この結果、定点観測的に調査をしている項目は交際費の相手方情報だけとなりました。

これは最高裁判決の悪影響をチェックする意味もあります。また、今年は公社の情報と

して昨年の土地開発公社に代わり、住宅供給公社の取得土地についての情報を対象とし

ました。 

 上記透明度の項目に制度運用項目としてコピー代を加え、閲覧手数料を徴収する場合

を失格扱いとしたことは例年通りです。 

＊注１：公社情報に関して、都道府県では石川県、１３政令市では札幌、仙台、さいたま、千葉、広島、

それに２３の市は住宅供給公社ではなく、土地開発公社の保有土地情報で評価しました。 

＊＊注２：当方の情報公開請求が２００５年２月となってしまったために、県警の捜査報償費の情報が採

点に間に合わなかった沖縄県については、２００４年４月８日に公開請求して得た資料をもとに採

点しました。 
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（２）文書の公開（透明）度 

４７都道府県の公開度の評価対象情報と配点は次の通りです。 

 ①首長、部（局）長交際費の相手方情報（15ポイント） 

 ②議会の会派の政務調査費の情報（30ポイント） 

 ③Ａ４コピー用紙と警察官の制服の入札書類の予定価格情報（20 ポイント） 

 ④住宅供給公社の取得土地に関する情報（30ポイント） 

 ⑤２０００年度と２００３年度の県警の捜査報償費の支出に関する情報 

（30 ポイント） 

 （合計得点 125 ポイント） 

県警のない政令市、その他の市については③のうち警察官の制服情報（10 ポイント）

と⑤（30ポイント）をはずし、透明度の満点を 85 ポイントとして評価しました。 

 評価方法は、単に公開、非公開のみの判断だけではなく、どこまで詳細に情報が公開

されているか、という、公開請求をした市民の観点からみた情報の量と質に着目しまし

た。そのため、情報が全面的に公開されていたとしても、文書中の記載内容が乏しい場

合には得点が伸びないという結果も発生しました。 

（３）制度運用 

 評価項目はこれまで同様コピー代だけとし､A4 判１枚を基準としました。(30 ポイン

ト) 

 閲覧手数料を徴収する自治体は「失格」として順位をつけないことも例年通りですが、

「失格」となったのは東京都だけでした。 

（４）総合ポイントと配点 

 その結果、都道府県については合計 155 ポイントを満点とし、それ以外の自治体に関

しては 115 ポイントを満点として、それぞれ１００点満点に換算して得点を決定しまし

た。  

 

３.調査日時、方法 

 一部の自治体を除き、昨年（２００４年）の１１月２９日に全国市民オンブズマン連絡

会議に所属する各地のグループが自治体宛に情報の公開請求を実施し、開示された資料に

追加調査結果を加味して一次評価を行いました。主な追加調査事項は、交際費支出の相手

方情報の公開基準の有無、予定価格を公表する運用をしているか否か、警察官の制服の入

札情報について、積算資料も公開しているか、という点です。 

 一次評価をした段階で、その評価を各自治体に送付し、３月７日を期限として自治体の

意見を聴取したうえで、最終的な評価を決定しました。 

 各項目の採点基準の詳細は、別紙の採点基準表をご覧ください。 

 

４.調査結果 

（１）全体の傾向 

① １位は岩手、宮城両県、最下位は福岡県 

 １位は岩手県と宮城県、最下位は福岡県でした。奇しくも知事さんが全国知事会の会

長の座を争った岩手県と福岡県が一位と最下位に明暗を分けた結果です。少なくとも、

全国知事会の会長選挙では自治体の情報公開度は重視されなかったのでしょう。 

 ３位には昨年１位の鳥取県と長野県が入っています。こうしてみると、上位には改革

派と呼ばれる知事の県が並んでいます。鳥取県が V2 を逃したのは、政務調査費情報と

県警の情報の公開が貧弱だからです。反対に長野県は他の自治体と異なり、政務調査費
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のポイントが全体の順位を上げています。長野県はことある毎に議会の多数派と知事の

見解が対立するようですが、議会の透明化をはかる鍵は、実は首長と議会との緊張関係

にあるかもしれません。 

 しかし上位の自治体をみても、各部局それぞれにバランスよく情報を公開している自

治体はありませんでした。今回際だって非公開が目立ったのは、議会会派の政務調査費

情報と県警の捜査報償費の情報です。議会情報と警察情報が自治体の情報公開を妨げて

いる最大の課題であることが改めて浮き彫りになりました。  

② 政令市について 

 １３政令市では、大阪市の最下位、北九州市の１２位が指定席化しています。大阪市

は職員互助会への多額の補助金の支出が問題とされている渦中の自治体です。かつて首

長交際費の支出額も全国一位とされた自治体でもあります。非公開の陰に腐敗あり、と

いう言葉は今年は大阪市と各地の県警のためにあるような気がしてなりません。 

 それ以外の政令市についてはほぼ横並び状態ですが、札幌市だけは政務調査費の公開

度が上がっています。これは後に述べる、札幌高裁判決の影響が大きいのではないか、

と思えるのですが、他の自治体の会派もぜひこの傾向は見習うべきです。 

  

（２）交際費情報 

① 調査の趣旨と対象情報 

 対象情報は「2004 年 8～10 月に支出した首長交際費と部長（局長）交際費に関する支出金

調書、現金出納簿またはこれに類する文書」です。 

 首長交際費は第２回ランキング調査から連続して評価項目としています。今回のランキ

ングでも、部（局）長交際費の相手方の開示度を資料に加え、首長、部（局）長交際費

のうち、公開度の低い方を得点とすることにしました。 

 また、今回は例年に比較してやや厳密な評価をしました。情報自体は全面公開でも、

交際の相手方全員が文書に記載されていない例（東京都など）については低い評価とな

りました。また、手みやげや記念品の購入についても、これら記念品等の交付先情報が

文書に記載されていない場合や公開された資料からはわからない場合には、他の情報が

公開されていても部分公開としました（福島県など）。 

② 最高裁判決の悪影響 

 2001 年３月２７日の悪名高き最高裁第三小法廷判決の基準によった公開をした場合、

おおよそこのランキング調査では「非個人の一部の公開（個人の一部公開も含む）」の２

ポイント、となると思われます。２ポイントしかとれなかった自治体は一昨年が山形県・

茨城県・静岡県・石川県・奈良県・福岡県・鹿児島県の７県、昨年が山形県、静岡県、

奈良県、島根県、福岡県、鹿児島県の６県で、今年は静岡県、奈良県、島根県、福岡県

の４県に減りました。すこしずつ、公開度が上がっています。最高裁判決の悪影響はま

だ小さい、と言って良いと思います。ちなみに、昨年２ポイントの鹿児島県は全面公開

に、山形県も１２ポイントを獲得しています。こうなると、最後まで交際の相手方を公

開しない頑迷な知事さんがいるのはどこか、逆に興味が出てきます。 

③ 全面公開の自治体数 

 「病気見舞いの相手方氏名」の全面公開（１５ポイント）をした自治体は昨年は１９

道府県、「病気見舞いについて場合によっては非公開にすることがある」（１２点）とい

う自治体は、１６都府県でした。今年は、というと、１５ポイント獲得した自治体数は

１９道府県（北海道、岩手県、宮城県、秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神

奈川県、福井県、三重県、京都府、和歌山県、鳥取県、徳島県、佐賀県、熊本県、宮崎
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県、鹿児島県）で数自体は変化はありませんが、石川県、山口県がポイント数を落とし、

宮崎県、鹿児島県が新たに１５ポイントを獲得しました。１２ポイントを獲得した自治

体数も１６（青森県、山形県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、愛知県、滋

賀県、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、大分県）で、山形県、新潟

県、石川県、兵庫県が新たに１２ポイントになりました。昨年の１２ポイントから落ち

たのが、東京都、高知県、沖縄県、逆にポイント数を上げたのが宮崎県（１５ポイント）

です。去年よりも評価を落とした自治体があるのは、今年は評価をやや厳しくしたこと

に原因します。また、石川県は去年は病気見舞いの支出がなく、アンケートでは「病気

見舞い」を全面開示すると回答していたのですが、今回は病気見舞いを３件すべて非公

開にしてきました。事情を聞いたところ、去年の回答は「担当者の勘違い」で、「病気見

舞い」は公開しない、という今年の運用が真の運用、とのことでした。しかし、実際の

情報公開の運用に勘違いがあってはいけません。重要なことですから、県庁全体でもう

いちど運用方針について徹底していただきたいと思います。 

 

（３）政務調査費 

① 調査の趣旨と対象情報 

 対象情報は「２００３年度政務調査費収支報告書及びその添付書類（活動報告書、領収書、

視察報告書等）」で、議長宛に公開請求しました。 

 政務調査費とは会派または議員の調査活動のための費用で、交付の対象、額、交付の

方法を条例で定めた場合に支給できる、とされているものです。地方自治法の２０００

年の改正で定められたのですが、それ以前も「調査研究費」等の名で議員に補助金とし

て支給されていました。しかし、その時代から使途がほとんど明らかにされていなかっ

たため、議員の「第二給与」との疑惑が指摘されていた問題のあるものです。このよう

な批判を受けてもなお、都道府県や政令市などの多くでは、十分な情報が公開されない

ため、実際に政務調査目的で使ったものかどうかを県民、市民が十分にチェックできな

い状態が続いています。これは当該自治体の政務調査費条例や規則が、政務調査費を何

に使ったかについての詳細な報告を不要としていたり、支出の根拠を示す領収証等を議

長宛に提出する必要がない、と定めていることなどが原因となっています。つまり、議

会や議長が情報公開条例の実施機関とされていても、領収証は実施機関が保管していな

いから条例の対象文書ではない、とされたり、詳細な報告書そのものが存在しないなど、

政務調査費の文書そのものが不透明なバリアで守られているのです。しかも、不透明な

バリアとなりうる定めは、都道府県や政令市などそれ以外の自治体と比較して格段に多

額の政務調査費を支給している自治体の政務調査費条例や規則に多く見られることも

特徴的です。本来は多額の政務調査費が支給されればされるほど、使途の透明性を確保

することが必要になるはずですが、現状では、政務調査以外の目的での支出が増えるか

ら使途に関する情報を透明化できないのだ、という疑いが払拭できません。 

 このように問題の多い政務調査費については２００２年の第９回大会から昨年２０

０４年の第１１回大会まで３年連続で調査してきましたが、今回は情報公開度ランキン

グに取り入れました。公開が遅れた分野であるからこそ、情報公開度ランキングの評価

の項目として避けて通ることができない、と考えたからです。  

② 評価の方法 

 公開された文書をもとに、ⅰ）どの程度活動内容や成果について報告されているか。

ⅱ）収支明細書がどの程度詳細に書かれているか、ⅲ）領収証などの証拠書類が添付さ

れているか、ⅳ）視察報告がどの程度詳細になされているか、について調査、判定しま
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した。したがって、情報が全面公開されていても、記述の内容が貧弱な場合には低い評

価となっています。 

③ 調査の結果 

 情報公開の名に値しない、と言えるほど低調です。領収証を公開する都道府県は岩手

県、長野県、京都府だけ（高知県も１人１件５０００円以上の食糧費、１件１０万円以

上の委託費を支出した場合には領収証を添付することになっていますが、基準が緩すぎ

て実際には領収証の添付がないので０評価としました。）。政務調査費を用いた視察につ

いて報告書を公開しているのは長野県だけ、というありさまです。３６の都道府県では

活動成果すら公開していません。 

 公費を用いて行った政務調査活動をこれほどまでにひた隠しにする合理性は全くあ

りません。政務調査費は機密費ではないのです。公費である以上、調査の成果や支出の

根拠資料の提出が必要なことは当然のはずです。にもかかわらずこれらを公開しないで

も良い、とする条例を設けること自体、議員の特権意識や甘えの現れ、というほかない

でしょう。 

 この非公開状況に風穴をあける判決が、昨年（２００４年）１０月２０日、札幌高裁

で出されました。政務調査費はあくまで会派の調査活動にのみ使わなければならない、

ということを前提として、会派の政務調査に使ったことを証明しなかった会派に政務調

査費の返還を命じたのです。私たちの常識にはきわめて適合する判決ですが、この判決

は、いままでのように、政務調査費の使途を説明せず、支出内容を隠すことが許されな

いことを明らかにしたとも言えます。非公開にあぐらをかくことはこれからは許されな

いのですよ。議員さん！ 

 

（４） 入札予定価格情報 

① 調査の趣旨と対象情報 

 Ａ４コピー用紙の購入契約（本庁契約分複数の部局で契約していればいずれか 1 部局

対象）、と警察官の制服の入札情報を調査しました。前者の実施機関は首長、後者につい

ては入札業務をすべて知事部局で行っているいくつかの自治体を除き、県警本部長宛て

に請求しました。 

 物品の予定価格をはじめとする工事以外の予定価格については、いまだに、談合を助

長する、との理由で公表に消極的な自治体が存在します。しかし、このような考え方は

地下鉄車両の予定価格の公開を命じた２００４年８月３０日の名古屋地方裁判所の判決

で否定されています。だいたい、予定価格公表が談合を助長する、というのなら、なぜ

工事の予定価格については２００１年の閣議決定で公表すべし、とされたのでしょうか。

むろん、予定価格を公表すれば談合が防止できる、というほど単純ではないにしても、

予定価格が公表されることで、落札率を市民、県民がチェックすることが談合を監視す

るために役立つことは明らかです。そこで、去年に引き続き、Ａ４コピー用紙の購入契

約の予定価格を調査したわけです。また、最近、警視庁発注の道路標識の工事と交通信

号機の設置・回収工事の談合が明らかになり、公正取引委員会が課徴金納付命令を出し、

警視庁が談合業者に損害賠償請求しました＊注。警察も談合疑惑から例外ではありません。

そこで、警察官の制服の入札に対する談合疑惑も調査するため、今回はじめて都道府県

の警察官の制服の予定価格も調査しました。 

＊注：道路標識の工事：２００４年１１月１日に総額約１６億円の損害賠償請求。交通信号機の設置・改修工事：２００５年

１月１１日に総額約９億７０００万円の損害賠償請求。 

 



 6

② 評価の基準 

 予定価格を情報公開条例による公開請求によらなくても公表している場合には高い得

点（８ポイント以上）が得られることとし、そのうち予定価格の公表時期が入札前の場

合には最も透明度が高いとして、満点の１０ポイントを配点しました。 

 なお、物品購入について鳥取県は、予算額５００万円以上については公開請求によら

なくても開示するが、５００万円未満は情報公開制度による請求が必要、という運用を

していました。今回のランキングでこの運用が該当するのは警察官の制服についてでし

たが、これについては７点を配点しました。 

 また、警察官の制服について、複数の種類の制服（上着、ズボン、シャツなど）を一

括で入札している場合に、積算根拠となる個々の衣類の価格までも公開するかどうかで

差を設けました。上着やズボンなど、種類や価格が大きく異なる物品についての予定価

格が公開されるか否かも談合の防止や不当な価格形成をチェックするために必要である

と考えたからです。 

 これに関して、請求段階で積算根拠まで公開してほしい、と言われなかったことを理

由に、当初は積算根拠となる個々の衣類の予定価格を公開してこなかった自治体も複数

ありました。このような自治体に対して第一次採点で、「物品を合計した予定価格のみが

わかる（３ポイント）」とする低い評価をしたところ、これらの自治体からは、一時採点

に対して、請求されれば当然に個々の衣類の予定価格も公表したのだ、という抗議を受

けました。その結果、そのような自治体については、請求すれば積算根拠がわかること

を重視し、「積算根拠（予定価格の内訳）を知ることができる（６ポイント以上）」とい

う評価に訂正しましたが、わざわざ積算根拠も公開してくれ、と窓口で請求しなくても、

積算根拠まで公開している自治体も複数あることも事実です。また、情報公開の担当者

から請求時に窓口で「積算根拠も必要ですか」と言われても、直ちに内容を理解できな

いことも多々あります。言われなければ公開しない、という姿勢は、少なくとも行政の

説明責任の観点からは疑問があることを指摘したいと思います。 

③ 調査の結果 

Ⅰ） 予定価格の事前公表について 

 昨年の調査同様、Ａ４用紙についても、警察官の制服についても事前公表制度を設け

ている自治体はありませんでした。ただし、Ａ４コピー用紙については情報公開請求を

しなくても良い、という自治体が昨年の３県（宮城県、鳥取県、山口県）から８県（宮

城県、茨城県、大阪府、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、佐賀県）に増えました。す

こし情報公開がすすんだ、と言えるでしょう。 

Ⅱ） 予定価格の公表について 

 予定価格を全く公開していない自治体は昨年調査では３１もありましたが、今回の調

査では予定価格を全く公開していない自治体の数はＡ４コピー用紙で１６、警察官の制

服で２４に減りました。このうち、Ａ４コピー用紙については予定価格を公開する、と

していながら、警察官の制服の予定価格を全く公開しないという県は、秋田県、茨城県、

群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県、三重県、高知県の８県です。非公開の理由はいずれ

も「県の財産上の利益を不当に害する」というものですが、それではなぜＡ４コピー用

紙の予定価格を公開しているのでしょうか。予定価格を公開することで談合疑惑が指摘

されることをおそれた結果のような気がしますが、仮にそうでないとしても、警察関係

の情報の非公開が常体化していることを示す例であることは間違いありません。 
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（５）住宅供給公社 

① 調査の趣旨と対象情報 

 情報公開対象情報は「２００４年３月末日現在の住宅供給公社の保有土地一覧表 （地番、

面積、契約年月日、取得価格、支払利息がわかるもの）」とし、地番ごとの取得価格がわか

るか、事業ごとの支払利息がわかるかを評価対象としました。 

 昨年は土地開発公社の事業用地についての情報を対象としましたが、今回は土地開

発公社、地方道路公社と並ぶ地方三公社の一つ、住宅供給公社の保有土地を対象とし

ました。 

 ところで、住宅供給公社は自治体が全額出資して設立した法人で、ニュータウンの

開発や宅地分譲、賃貸住宅の供給を行っています。地価下落で多額の含み損を抱えた

不健全な経営を行っている公社も珍しくなく、売れるあてのない土地を抱えて破産状

態に陥っている公社も現れています。そこで今回は、地方財政の圧迫要因になりうる

住宅供給公社の保有土地を対象として、不当に高い価格で公社が土地を購入していな

いか、また金利を含む経費を公社がどの程度負担しているか、といった点に着目し、

公社の財務内容がどの程度明らかにされているかについて調査しました。 

 なお、石川県は住宅供給公社の保有土地がなかったため、土地開発公社の保有土地

情報で評価しました。１３政令市では札幌、仙台、さいたま、広島は住宅供給公社が

ないため、千葉市は住宅供給公社の保有土地がなかったため、それぞれ土地開発公社

の保有土地を対象としました。 

② 評価の基準 

 原則として住宅供給公社に情報公開請求をし、入手した資料をもとにしましたが、規

定、要綱もない場合には、首長宛に請求しました。昨年の土地開発公社に対して評価し

たことと同様、透明度とは別に、規定、要綱を有しているか（３ポイント）、各自治体の

情報公開条例で土地開発公社を実施機関としているかどうか（１０ポイント）でポイン

トを加算しました。条例の実施機関であれば、非公開処分を争う訴訟を提起できること

などを評価した結果です。 

 地番の評価については表示された地番から、当該事業で取得した土地がある程度特定

できれば３ポイントの評価をしましたが、取得価格については、取得価額の適正さを判

断できるかどうか、という観点からやや厳しい評価をしました。 

 支払い利息については、２００２年度以降、全国的に公社の経理基準が見直されたこ

とに対応して、土地の評価を実勢価格で行うようになったため、支払い利息を価格欄に

記載していないのだ、と説明する公社もいくつかみられました。これらの公社について

は、土地の買い受けのために銀行から資金の融資を受けている場合の金利がどのように

表現されるかを尋ね、何らかの形で金利の負担額がわかるかどうかで評価しました。ま

た、住宅供給公社としての事業は終了し、現在金利を負担しておらず、将来的にも土地

を取得する予定はないから金利発生の余地はない、という公社（三重県）については、

金利の記載がなくても、金利については「支払い利息がわかる」という評価をしました。 

③ 調査結果 

ⅰ）条例の実施機関化について 

 昨年土地開発公社で調査した際は、公社を情報公開条例の実施機関としていたのは都

道府県では鳥取県と岡山県の二県、政令市では福岡市だけでした。今年の調査でも公社

を実施機関としている都道府県は二県にとどまりますが、宮城県、新潟県、和歌山県、

大阪府、佐賀県の５府県から、２００５年 4 月 1 日より公社を条例対象とする、という

回答がありました。情報公開請求時の制度運用で採点するので点数には反映させること
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ができませんが、次に繋がる良い傾向と言えます。 

 逆に、２００３年度決算の段階で、債務超過額ワースト３の北海道住宅供給公社（債

務超過額６５９億円）、千葉県住宅供給公社（同４０１億円）、長崎県住宅供給公社（同

１２７億円）がいまだに条例の実施機関となっていないのは問題です。行政に危機感が

ないのでしょうか。 

ⅱ）透明度について 

 地番ごとの取得価格がわかる場合には満点の７ポイントを配点しました。ただ、数筆

の土地について一括で売買価格の記載がなされている場合でも、その内容から各地番に

適応した取得価格が推定できる場合は、「各地番に対応した取得価格がわかる」との評価

をしました。 

 支払い利息がわかる場合には１０ポイントを配点しました。 

 ２００２年度以降、土地の評価を原価計算方式（積上げ）から実勢価格へ変更したこ

とを理由として、支払利息を算出していない、という自治体も多くありました。しかし、

支払利息が不明な場合には、公社経営の健全性や公社の土地売買に関わる適正を市民か

ら判断することができない点では不十分と考え、利息の記載がない場合には低い評価を

しました。 

 各地番に対応した取得価格を公開しているのは１２県（青森県、宮城県、群馬県、神

奈川県、富山県、福井県、長野県、三重県、徳島県、佐賀県、鹿児島県、沖縄県）と４

市（さいたま市、千葉市、神戸市、福岡市）で、昨年土地開発公社で調査した際の５県

3 市よりも増えました。この結果は昨年よりも基準を厳しく評価した上での結果ですの

で、透明度は上がっていると言えます。しかし、債務超過額ワースト３の北海道住宅供

給公社、千葉県住宅供給公社、長崎県住宅供給公社が取得価格を公開するグループに入

ってないのはやはり問題です。 

 利息については２９都道府県と１０政令市は事業毎の利息を公開しています。北海道

住宅供給公社、千葉県住宅供給公社も事業毎の利息を公開していますが、長崎県住宅供

給公社では事業毎の詳細な利息を知ることができません。土地開発公社で調査した昨年

よりも公開した都道府県数が少ない（昨年は３７府県）のは、先に述べたように、２０

０２年度以降の経理基準の見直しで、保有土地を積算価格ではなく実勢価格で評価して

いる自治体が増えたためであろうと思われます。 

  

（６） 捜査報償費 

① 調査の対象と趣旨 

 捜査報償費についてはこれまでほぼ情報の全面非公開の状態が続いています。その一

方で２００３年に発火した北海道警の裏金疑惑を皮切りに、群馬県警、京都府警、高知

県警、福岡県警、愛媛県警等で次々と捜査報償費を財源とした裏金つくりの疑惑が指摘

され、捜査報償費が組織的に裏金作りにまわされている、という疑惑は全国の県警に対

して広がっています。一方、北海道警、愛媛県警、福岡県警を除く各県警は捜査報償費

の「不適切」な支出すら否定していますが、そうであるなら、できるかぎり捜査報償費

の情報を公開し、市民の理解を求めることが必要な筈です。ところが、各地の県警は情

報をほとんど公開しない、という頑なな態度をとり続けているように見えます。 

 このような疑惑の渦中にある捜査報償費の情報公開に対する県警の態度は、自治体の

情報公開度を判定する重要な要素と言えます。疑惑に応えようとしない情報公開制度な

どは情報公開の名に値しないからです。かかる理由で今回は県警本部長宛に２０００年

度分と２００３年度分の警察本部少年課及び交通指導課の捜査報償費関連文書（財務会
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計帳票および支出証拠書類）を、２００３年度についてはこれに加えて、同課の捜査諸

雑費関連文書の公開請求をし、公開度の判定をしました。 
 このうち、捜査報償費とは、捜査のために協力者に渡す謝礼や各種経費に充てる費用、

と説明されるものですが、２００１年度以降、捜査関係に用いた少額の費用に充てるも

のとして設けられたものが捜査諸雑費です。したがって２００３年度についてはその両

者の関係文書の公開請求をしよう、というものです。 
 また、県警文書の公開請求は、都道府県の情報公開窓口ではなく、県警本部や警察署

でしなければならない、という運用が多いというのが実情です。その場合、情報公開請

求の度に警察署の入り口で氏名、用務先を書かされることが多いのですが、これが公開

請求に対する抑止的な効果を与えていることも考えられます。そこで今回は公開請求に

あたって氏名等の記載を求められたか否かについても各請求者に対してアンケート調査

をしました。 
② 評価の基準 
 各年度を１５ポイントとし、摘要欄の記載（どのような経費として支出したのか）が

分かる場合には９ポイントを、金額について日毎の金額が分かる場合を６ポイントとし、

以下月ごとの場合は２ポイント、年間支出額しかわからない場合を１ポイントと評価し

ました。 
 実際に裏金として渡されていたかどうかについては、交付した相手方の氏名がわかる

ことが必要になってきますが、そのような運用をしている県警は一つもなかったため、

相手方の氏名については評価項目からはずしました。 
 なお、福岡県警は１１月の請求に対して決定を３月２９日まで延長してきました。４

ヶ月も延長する合理性はまったくありません。そこで今回は０点評価をしました。その

一方で沖縄県警については私たちの請求が２月１８日にずれ込んでしまったため、公開

決定が４月４日まで延ばされました。しかしこれについては他の県警に対して行ったよ

うに、１１月２９日に請求していれば資料入手が可能になったはずですので、２００４

年４月８日付で沖縄県警に対して請求した、２００２年１月～２００４年３月までの本

庁捜査一課の捜査報償費の公開結果を基準に評価しました。 
③ 透明度 
ⅰ）全体の状況 
 予想したとおり、一言で言えば情報公開の名に値しない結果になりました。摘要欄を

公開したのは２０００年度の北海道警の捜査報償費だけ、日毎の捜査報償費の支出額が

わかったのも２０００年度の北海道警の捜査報償費だけでした。その北海道警も２００

３年度については捜査報償費の年額しか公開しない、という有様です。 
 「不適正」支出を認めた北海道警ですらこれですから、他の県警の情報公開度の低さ

は際だっています。月ごとの捜査報償費額を公開した県警は２０００年度分については

１８、年額のみ公開したのは５、北海道を除く残りの２３は情報公開条例の対象ではな

いことを理由に非公開でした。２００３年度では宮城県だけが月ごとの捜査報償費を公

開し、鳥取県、高知県、長崎県は全面非公開という結果でした。鳥取県は２００４年４

月の情報公開請求（本庁捜査一課の２００２年４月～２００４年３月までの捜査報償費）

に対しては、年額程度は公開していたのに、今回の請求に対して全面非公開とするのは

理解に苦しみます。 
 非公開の理由はいずれも捜査活動に支障が生じるおそれがあると認められる、という

点にあります。しかし、過去の年度において、日毎の支出額がわかることが何故捜査活

動に支障を生じるおそれに結びつくのか、到底理解できません。 
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ⅱ）北海道警の「公開」をどうみるか 
 ２０００年度の捜査報償費の摘要欄と日別の支出額を公開した北海道警は全額を不適

切支出と認めた訳ではありません。北海道警の説明を前提とすれば、適切に支出された

ものと不適切に支出されたものとが混在する、ということになります。つまり、適切に

支出されたものがある、という前提で日別の支出額や摘要欄を公開したということは、

日別の支出額や摘要欄を公開しても捜査活動に支障を生ずるものではないことを認めた

と言えます。現に北海道警が公開した文書を見ても、おおよそこれらの情報の公開がな

ぜ捜査活動への支障に結びつくか、理解不能というほかありません。 
 全支出が「不適切」支出であることを認めていない北海道警が捜査報償費の摘要欄と

日別の支出額を公開した、ということは、捜査報償費の摘要欄や金額欄を非公開とする

ことの不合理さを示す有効な証拠と思われます。 
④ 情報公開請求と請求者のプライバシー 
 多くの県警本部では、入り口で氏名、用務先の記載を求められます。情報公開請求に

際しても名前を書かされることは、警察情報の公開や閲覧に際して、請求者は自分の情

報を引き替えにしないといけないことになります。警察の情報公開請求へのハードルに

なっています。そこで今回は、警察への情報公開請求をするにあたって、入り口で名前

を書かされたか否かについて調査をしました＊注。その結果、北海道、青森県、宮城県、

茨城県、栃木県（一階に窓口があるため）、石川県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、

和歌山県、鳥取県（但し名字は聞かれた）、岡山県、山口県、佐賀県、大分県では

氏名の記載を求められず、神奈川県、山梨県では県の情報公開センターで県警情報の

公開請求を受け付けているため、知事部局の情報公開請求と同様の公開請求ができまし

た。 
＊注 データが入手できなかった県警には、後日電話で聞き取り調査を行いました。その結果、福島県（県警本部とは別

の建物内に窓口がある）、新潟県、富山県、三重県、広島県では氏名の記載を求めず、群馬県、長野県では県の情報公開

センターで請求を受け付けている旨の回答がありました。 
 警備上の理由から、県警本部へ立ち入る度に氏名の申告が必要だとしても、情報公開

に赴いた場合についても氏名の記載を求めることは、請求を萎縮させます。神奈川県、

山梨県が実施しているように、県の情報公開センターで県警情報の公開請求を認めるこ

とがもっとも適切な方法であると考えます。 
 

（７）制度運用 

 コピー代が安価であることが充実した情報公開制度には不可欠という観点から、一枚

１０円までのコピー代を徴収する場合には満点の３０点、２１円以上のコピー代を徴収

するところは一律０点としました。都道府県では 21 円以上を徴収する自治体はありま

せん。 

 政令市では全自治体がコピー代を１０円としました。また昨年、コピー代を 1枚１０

円とする地方自治体は３５自治体で、東京、山梨、新潟、兵庫、広島、島根、香川、福

岡、長崎、熊本、鹿児島、宮崎の１２自治体が２０円を徴収していましたが、今年２０

円を徴収している自治体は東京都、山梨県、広島県、香川県、福岡県の１都４県となり

ました。福岡を除く九州がすべて１０円になったことは明るい話題です。 

（８）失格について 

 閲覧手数料を徴収する自治体は例年同様、失格としました。都道府県、政令市での失

格は東京都だけです。 
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５.まとめ 

 毎年のことながら、評価基準がかわっても情報公開度の高い自治体は常に上位にいま

す。同様に、公開度の低い福岡県などは最下位が定位置になりそうです。一昨年来九州

地方の公開度の低さを指摘してきましたが、福岡県がその象徴の地位にある一方で、今

回は佐賀県がベスト５入りしてきました。九州の他の地方の首長さんもぜひ福岡県では

なく、佐賀県を見習ってほしいものです。 

 情報公開制度を充実させることは、市民の意思を行政に取り入れるための出発点です。

市民意思を雑音とみるところほど、情報公開制度に敵対的です。今回は議会と県警にそ

の傾向がはっきり現れました。この二つが自治体の情報公開で最も遅れている部署です。

市民、県民の一切の批判を許さない非公開体質は、短期的には円滑な行政運営に資する

かもしれません。しかし、組織内に市民の常識が入り込まないことは、自浄作用をも窒

息させ、内部から組織を崩壊させてしまうのではないでしょうか。このことは議会の会

派に対しても、県警に対しても共通して言えることです。政務調査費についての札幌高

裁の判決と北海道警の裏金作りの告発。昨年２００４年に、北の大地で起こったこれら

の二つの事件は、いかなる行政機関といえども、情報の非公開の手法がもはや通用しな

いことを暗示するのではないでしょうか。 

 さて、今年も第一次調査の結果を各自治体の情報公開担当者の方に送付し、それぞれ

の自治体の方々から寄せられた意見も参考にしながらランキングを作成しました。今回

の調査では５０通を越えるファックスでの申し出が寄せられました。今年も意見の採否

と理由については原則としてすべての意見に文書でご返事をしてきましたが、そのすべ

てを本コメントでふれることはできませんでした。その点をお詫びするとともにご意見

をお寄せくださったことに感謝致します。 

以上 

 



【番外編１】 コピー用紙価格比較  参考資料１,２  
 

 今回 2004 年購入のコピー用紙の予定価格をランキングの対象にしましたが、その副産物とし

て各自治体がいくらでコピー用紙を購入しているかが判明しました。これらを踏まえ、コピー

用紙の契約について気づいた点をレポートします。 

◆最も安く購入している自治体、最も高い自治体 

 Ａ４コピー用紙 2,500 枚当たりの単価を調査してみましたが、今回調査中最安値は福島

県で、2,500 枚を 944 円で契約しています。反対に、最も高いのは徳島県の 2,285.7 円で、

約 2倍半の開きがあります。なお、自治体の平均購入価格は 1,264 円でした。 

昨年度調査で最も高額なコピー用紙を購入していた和歌山市（3,300 円）は、地元市民

オンブズマンの指摘を受け、初めて競争入札を実施した結果、1,480 円まで単価が下がり

ました。コピー用紙購入にかかる削減効果額は約 1,800 万円になるとの見通しが伝えられ

ています。 

1位 福島県 944 1位 徳島県 2,285.7

2位 高知市 955 2位 山梨県 1,950

3位 岩手県 970 3位 群馬県 1,800

4位 長野県 1,000 4位 和歌山県 1,680

5位 岡山県 1,027 5位 沖縄県 1,640

A4コピー用紙　安値自治体 A4コピー用紙　高値自治体

注）2,500枚当たり単価（円）　税抜き　　  
◆中央省庁のコピー代調査 

  今回、ランキング調査と同様に、中央省庁に対しても 2003 年・04 年購入の A4 コピー用

紙の予定価格と落札価格の調査を行いました。予定価格を開示したのは外務省、文部科学

省、防衛施設庁のみ、価格は経済産業省の 965 円が最安で、最も高額は内閣府で 1,223 円

と、自治体と比較して安価でした。国の予定価格に関しては平成 10 年 3月 31 日の大蔵省

主計局長通知『国の契約に係る予定価格の事後公表について』で「他の契約の予定価格を

類推させるおそれがないと認められるもの」については予定価格の事後公表を行うことと

なっております。省庁ごとに予定価格事後公表について取扱いが異なるのは興味深いです。 

◆まとめ 

 価格カルテルや談合が行われているかどうかはともかくとして、自治体は数万箱単位で

紙を購入しています。１箱あたりの落札額が入札によって下がれば、全庁当たりで見れば

数百万円単位の節約につながります。また、物品の予定価格を設定する際には、他県の状

況を把握して設定すべきです。 

 

【番外編２】 警察官制服落札率調査について  参考資料３  
 

 今回 2004 年購入の警察官の制服の予定価格をランキングの対象にしましたが、その副産物

として「落札率（落札額を予定価格で割った割合）」が判明しました。予定価格が判明した２

３府県警（物品ごとの予定価格が分からない県警も含む）に関し気づいた点をレポートします。 

◆福島・栃木県警 落札１００％が７割以上！ 

 調査を行った結果、23府県警中 16 県警で平均落札率 98％以上という非常に高い落札率

となっていました。特に注目すべきは落札率 100％の多発です。福島県警の制服関係の入

札 38 件中 28 件（73.7%）、栃木県警では 17 件中 12 件（70.6%）が落札率 100％でした。

これは県警ぐるみでの談合の疑いすらあります。 

◆まとめ 

落札率を下げる方法としては、市民オンブズマンは「誰でも参加でき、誰が参加してい

るか分からない」入札方式がよいと考えています。事実、工事の入札において郵便による

一般競争入札を導入した宮城県や長野県では、平均落札率が 80%近くまで下落しています。

知事部局だけでなく、警察本部に関しても一般競争入札を導入する時期に来ていると思い

ます。 



A 15ポイント 相手方の個人名まで全面公開 病気見舞いの個人名まで原則開示

B 12ポイント 一部の個人名のみ非公開 病気見舞いは一部非開示

C 10ポイント 非個人の公開＋個人名のほとんどが公開 病気見舞い以外の個人名はすべて開示

D 7ポイント 非個人の公開＋個人名の一部の公開 個人は相手により開示、一部非開示

E 5ポイント 非個人の公開＋個人名の非公開 法人・団体名のみ開示

F 2ポイント 非個人の一部の公開（個人一部公開も含む） 法人・団体名も一部非開示

G 0ポイント 全面非公開

A 5ポイント

B 2ポイント 簡単な（数行程度の）政務調査費による活動成果、活動内容の記載がある

C 0ポイント

A 10ポイント

B 6ポイント

C 3ポイント 科目の内訳について概要・金額の記載があるが、支出年月日などによる特定はない

D 1ポイント

E 0ポイント

A 10ポイント

B 8ポイント

C 3ポイント

D 0ポイント

A 5ポイント

B 2ポイント

C 1ポイント

D 0ポイント

A 10ポイント 予定価格を入札前に公表する制度がある 情報公開請求によらず公表

B 8ポイント 予定価格を入札後に公表する制度がある 情報公開請求によらず公表

C 6ポイント 情報公開請求があれば予定価格を公表する

D 0ポイント 公表せず

A 10ポイント

B 8ポイント

C 6ポイント

D 3ポイント 物品を合計した予定価格のみ分かる 積算根拠（予定価格の内訳）を知ることができない

E 0ポイント 公表せず

A 10ポイント

B 3ポイント

C 0ポイント

A 3ポイント 地番がわかる

B 0ポイント 非公開、記載なし

A 7ポイント

B 3ポイント

C 0ポイント

A 10ポイント

B 5ポイント

C 0ポイント

A 9ポイント 摘要が分かる

B 0ポイント 摘要が分からない

A 6ポイント 日ごとの各支出額が分かる

B 2ポイント 月ごとの支出額が分かる

C 1ポイント 年の支出額が分かる

D 0ポイント 年の支出額が分からない

A 30ポイント

B 10ポイント

C 0ポイント

各
15
ポ
イ
ン
ト

県
費
捜
査
報
償
費

H
1
2
年
度
・
1
5
年

度
支払金
額

都道府県

摘要欄

地
番

取
得
価
格

155ポイント

支
払
利
息

ポイント計

制
度
運
用

コ
ピ
ー

代

失
格 手数料

閲　覧

交
際
相
手
情
報

首
長
・
部

(

局

)

長

交
際
費
の
う
ち
、

公
開
度
の
低
い
方

政
務
調
査
費

15
ポ
イ
ン
ト

30
ポ
イ
ン
ト
領収書等の証
拠書類の添付

視察報告書の
有無

全般的な活動
成果の記載

費目ごとの集
計の他に収支
明細の記載が
あるか否か、
記載内容

政令指定都市

30
ポ
イ
ン
ト

政務調査費による活動成果、活動内容の記載がある

政務調査費による活動成果、活動内容の記載がまったくない

支出年月日・金額・債権者名・具体的な支出内容が記載された支出内訳がある

支出年月日・金額・内容について支出内訳の記載があるが、債権者名・具体的な支出内容の
記載はない

科目内訳について概要の記載があるが、内訳金額の記載はない（多くは、報告書の備考欄記
載）

科目別の合計のみで、何らの内訳の記載がない

首
長
部
局

領収書等が徴収不可能なものを除き、ほとんどの支出について債権者の領収書がある

公社が情報公開条例の実施機関

公社が規程・要綱を持っており、請求可

視察研修について簡単な報告が添付されている

視察研修についてスケジュールは分かるもの

事業ごとの支払い利息が分かる

公社に直接は情報公開請求が不可

各地番に対応した取得価格がわかる

事業ごとの価格がわかる

非公開、記載なし、極めて概括的な記載、部分公開

１枚　１円～１０円

１枚１１円～２０円

利息情報が一括で記載されているか、又はこれに準ずる場合

非公開、記載なし、不明、部分公開

１枚２１円以上

東京都

なし

（政令指定都市および任意市は115ポイント）

県
警

A4コ
ピー用
紙の購
入

警察官
制服の
購入

県
警

住
宅
供
給
公
社

入
札
の
予
定
価
格
情
報

20
ポ
イ
ン
ト

30
ポ
イ
ン
ト

情
報
公
開

制
度

第９回全国情報公開度ランキング採点基準

予定価格を入札前に公表する制度があり、かつ積算根拠（予定価格の内訳）を知ることができる

予定価格を入札後に公表する制度があり、かつ積算根拠（予定価格の内訳）を知ることができる

情報公開請求があれば予定価格を公表し、かつ積算根拠（予定価格の内訳）を知ることができる

何も分からないもの

多くの支出について領収書の添付があるが、領収書の徴収が可能である支出について自己証
明で代えているものなどがある
部分的な科目あるいは一定金額以上について領収書等が添付されている、あるいは、ほとん
どの証拠資料が会派と議員間の支払証明などの自己証明であるもの

何ら支出を証明するものが添付されていない

視察研修について詳しい報告が添付されている

交
際
費



金額

摘
要

支
払
金
額

摘
要

支
払
金
額

1 8 岩手県 10 30 15 5 0 10 0 6 6 3 3 3 10 0 1 0 1 93 60

1 6 宮城県 10 30 15 2 3 0 0 8 8 3 3 7 10 0 2 0 2 93 60

3 1 鳥取県 10 30 15 0 1 0 0 8 7 10 3 3 10 0 2 0 0 89 57.4

3 35 長野県 10 30 12 5 6 10 2 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 89 57.4

5 32 神奈川県 10 30 15 0 3 0 0 6 6 3 3 7 10 0 2 0 1 86 55.5

5 12 徳島県 10 30 15 0 1 0 0 8 8 3 3 7 10 0 0 0 1 86 55.5

5 17 佐賀県 10 30 15 0 1 0 0 8 8 3 3 7 10 0 0 0 1 86 55.5

8 43 北海道 10 30 15 0 3 0 0 0 0 3 3 3 10 9 6 0 1 83 53.5

8 9 京都府 10 30 15 0 1 8 0 6 6 0 3 3 10 0 0 0 1 83 53.5

10 25 岡山県 10 30 12 0 3 0 0 6 6 10 3 0 10 0 0 0 1 81 52.3

11 9 栃木県 10 30 15 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 2 0 1 80 51.6

11 2 三重県 10 30 15 0 3 0 0 6 0 3 3 7 10 0 2 0 1 80 51.6

13 3 和歌山県 10 30 15 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 1 0 1 79 51

14 29 石川県 10 30 12 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 2 0 1 77 49.7

14 5 山口県 10 30 7 0 3 0 0 8 8 3 3 3 10 0 1 0 1 77 49.7

16 7 沖縄県 10 30 10 0 3 0 0 6 3 3 3 7 10 0 0 0 1 76 49

17 17 秋田県 10 30 15 0 3 0 0 6 0 3 3 3 10 0 0 0 1 74 47.7

17 17 千葉県 10 30 15 0 1 0 0 6 0 3 3 3 10 0 2 0 1 74 47.7

17 46 新潟県 10 30 12 0 3 0 0 6 6 3 3 0 10 0 0 0 1 74 47.7

17 25 富山県 10 30 12 0 1 0 0 6 6 3 3 7 5 0 0 0 1 74 47.7

21 21 福島県 10 30 7 0 3 0 0 6 6 3 0 3 10 0 2 0 1 71 45.8

22 3 福井県 10 30 15 0 1 0 0 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 70 45.2

22 32 滋賀県 10 30 12 5 3 0 0 0 0 3 3 3 10 0 0 0 1 70 45.2

22 36 鹿児島県 10 30 15 5 1 0 0 0 0 3 3 7 5 0 0 0 1 70 45.2

25 17 青森県 10 30 12 0 3 0 0 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 69 44.5

26 28 群馬県 10 30 7 0 1 0 0 6 0 3 3 7 10 0 0 0 1 68 43.9

26 45 兵庫県 10 30 12 2 3 0 0 6 6 3 3 0 0 0 2 0 1 68 43.9

28 38 山形県 10 30 12 2 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 2 0 1 67 43.2

29 21 大阪府 10 30 12 0 1 0 0 8 6 3 3 0 0 0 2 0 1 66 42.6

30 14 茨城県 10 30 15 0 3 0 0 8 0 3 3 0 0 0 2 0 1 65 41.9

30 14 愛知県 10 30 12 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 2 0 1 65 41.9

32 23 大分県 10 30 12 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 1 0 1 64 41.3

33 41 香川県 20 10 12 5 0 0 0 8 8 3 3 3 10 0 0 0 1 63 40.6

33 16 愛媛県 10 30 12 5 1 0 0 0 0 3 3 3 5 0 0 0 1 63 40.6

35 12 埼玉県 10 30 15 0 1 0 0 6 0 3 0 0 0 0 2 0 1 58 37.4

36 40 熊本県 10 30 15 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 55 35.5

37 9 岐阜県 10 30 7 0 1 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 0 1 54 34.8

37 24 高知県 10 30 7 5 0 0 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 54 34.8

37 41 長崎県 10 30 7 0 1 0 0 0 0 3 3 3 5 0 2 0 0 54 34.8

40 30 宮崎県 10 30 15 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 53 34.2

41 34 山梨県 20 10 12 0 1 0 0 6 6 3 3 3 5 0 2 0 1 52 33.5

41 30 奈良県 10 30 2 0 1 0 0 6 6 3 3 0 0 0 0 0 1 52 33.5

43 27 静岡県 10 30 2 0 1 0 0 6 0 3 0 3 0 0 2 0 1 48 31

44 38 島根県 10 30 2 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 43 27.7

45 37 広島県 20 10 12 5 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 36 23.2

46 44 福岡県 20 10 2 0 1 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 28 18.1

失格失格 東京都 20 10 7 0 0 0 0 0 0 3 3 0 10 0 2 0 1 36 23.2
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治
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物
品
購
入

（
紙

）

都道府県　総合ランキング
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）

支
払
利
息

百
点
満
点
換
算

ポイント

合
計

H15年度H12年度
コ
ピ
ー

代

交
際
費

収
支
明
細
の
記
載

領
収
書
等
の
添
付

情
報
公
開
制
度

注）石川県住宅供給公社は、保有土地不存在のため、石川県土地開発公社に請求した。

注）沖縄県警の捜査報償費は、当方の請求遅れのため資料が入手できず、2004.4.8開示請求分で参考値とした。

政務調査費

活
動
成
果
の
記
載

視
察
報
告
書

県警捜査報償費

取
得
価
格

住宅供給公社

物
品
購
入

（
警
察
官
制
服

）

地
番



摘
要

支
払
金
額

摘
要

支
払
金
額

1 8 岩手県 15 5 0 10 0 6 6 3 3 3 10 0 1 0 1 63 50.4

1 6 宮城県 15 2 3 0 0 8 8 3 3 7 10 0 2 0 2 63 50.4

3 43 長野県 12 5 6 10 2 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 59 47.2

3 1 鳥取県 15 0 1 0 0 8 7 10 3 3 10 0 2 0 0 59 47.2

5 40 神奈川県 15 0 3 0 0 6 6 3 3 7 10 0 2 0 1 56 44.8

5 12 徳島県 15 0 1 0 0 8 8 3 3 7 10 0 0 0 1 56 44.8

5 17 佐賀県 15 0 1 0 0 8 8 3 3 7 10 0 0 0 1 56 44.8

8 46 北海道 15 0 3 0 0 0 0 3 3 3 10 9 6 0 1 53 42.4

8 9 京都府 15 0 1 8 0 6 6 0 3 3 10 0 0 0 1 53 42.4

8 34 香川県 12 5 0 0 0 8 8 3 3 3 10 0 0 0 1 53 42.4

11 27 岡山県 12 0 3 0 0 6 6 10 3 0 10 0 0 0 1 51 40.8

12 9 栃木県 15 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 2 0 1 50 40

12 3 三重県 15 0 3 0 0 6 0 3 3 7 10 0 2 0 1 50 40

14 2 和歌山県 15 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 1 0 1 49 39.2

15 37 石川県 12 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 2 0 1 47 37.6

15 5 山口県 7 0 3 0 0 8 8 3 3 3 10 0 1 0 1 47 37.6

17 7 沖縄県 10 0 3 0 0 6 3 3 3 7 10 0 0 0 1 46 36.8

18 17 秋田県 15 0 3 0 0 6 0 3 3 3 10 0 0 0 1 44 35.2

18 17 千葉県 15 0 1 0 0 6 0 3 3 3 10 0 2 0 1 44 35.2

18 44 新潟県 12 0 3 0 0 6 6 3 3 0 10 0 0 0 1 44 35.2

18 27 富山県 12 0 1 0 0 6 6 3 3 7 5 0 0 0 1 44 35.2

22 24 山梨県 12 0 1 0 0 6 6 3 3 3 5 0 2 0 1 42 33.6

23 21 福島県 7 0 3 0 0 6 6 3 0 3 10 0 2 0 1 41 32.8

24 3 福井県 15 0 1 0 0 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 40 32

24 40 滋賀県 12 5 3 0 0 0 0 3 3 3 10 0 0 0 1 40 32

24 30 鹿児島県 15 5 1 0 0 0 0 3 3 7 5 0 0 0 1 40 32

27 17 青森県 12 0 3 0 0 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 39 31.2

28 36 群馬県 7 0 1 0 0 6 0 3 3 7 10 0 0 0 1 38 30.4

28 42 兵庫県 12 2 3 0 0 6 6 3 3 0 0 0 2 0 1 38 30.4

30 45 山形県 12 2 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 2 0 1 37 29.6

31 21 大阪府 12 0 1 0 0 8 6 3 3 0 0 0 2 0 1 36 28.8

32 14 茨城県 15 0 3 0 0 8 0 3 3 0 0 0 2 0 1 35 28

32 14 愛知県 12 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 2 0 1 35 28

34 24 大分県 12 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 1 0 1 34 27.2

35 16 愛媛県 12 5 1 0 0 0 0 3 3 3 5 0 0 0 1 33 26.4

36 12 埼玉県 15 0 1 0 0 6 0 3 0 0 0 0 2 0 1 28 22.4

37 47 東京都 7 0 0 0 0 0 0 3 3 0 10 0 2 0 1 26 20.8

37 31 広島県 12 5 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 26 20.8

39 33 熊本県 15 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 25 20

40 9 岐阜県 7 0 1 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 0 1 24 19.2

40 26 高知県 7 5 0 0 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 24 19.2

40 34 長崎県 7 0 1 0 0 0 0 3 3 3 5 0 2 0 0 24 19.2

43 21 宮崎県 15 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 23 18.4

44 38 奈良県 2 0 1 0 0 6 6 3 3 0 0 0 0 0 1 22 17.6

45 29 静岡県 2 0 1 0 0 6 0 3 0 3 0 0 2 0 1 18 14.4

45 39 福岡県 2 0 1 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 18 14.4

47 32 島根県 2 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 13 10.4

開示度
順位

本
年

昨
年

百
点
満
点
換
算

情
報
公
開
制
度

支
払
利
息

H15年度

政務調査費

活
動
成
果
の
記
載

視
察
報
告
書

物
品
購
入

（
紙

）

H12年度

交
際
費

収
支
明
細
の
記
載

領
収
書
等
の
添
付

都道府県　開示度ランキング

県警捜査報償費

取
得
価
格

住宅供給公社

物
品
購
入

（
警
察
官
制
服

）

地
番

ポイント

合
計

自
治
体
名

入札



都道府県　項目別ランキング

順
位

自
治
体
名

ポ
イ
ン
ト

順
位

自
治
体
名

ポ
イ
ン
ト

順
位

自
治
体
名

ポ
イ
ン
ト

順
位

自
治
体
名

ポ
イ
ン
ト

順
位

自
治
体
名

ポ
イ
ン
ト

1 北海道 15 1 長野県 23 1 宮城県 16 1 鳥取県 26 1 北海道 16

1 岩手県 15 2 岩手県 15 1 山口県 16 2 青森県 23 2 宮城県 4

1 宮城県 15 3 京都府 9 1 徳島県 16 2 宮城県 23 3 山形県 3

1 秋田県 15 4 滋賀県 8 1 香川県 16 2 群馬県 23 3 福島県 3

1 茨城県 15 5 広島県 7 1 佐賀県 16 2 神奈川県 23 3 茨城県 3

1 栃木県 15 6 愛媛県 6 6 鳥取県 15 2 福井県 23 3 栃木県 3

1 埼玉県 15 6 鹿児島県 6 7 大阪府 14 2 長野県 23 3 埼玉県 3

1 千葉県 15 8 宮城県 5 8 岩手県 12 2 三重県 23 3 千葉県 3

1 神奈川県 15 8 兵庫県 5 8 福島県 12 2 岡山県 23 3 東京都 3

1 福井県 15 8 香川県 5 8 栃木県 12 2 徳島県 23 3 神奈川県 3

1 三重県 15 8 高知県 5 8 神奈川県 12 2 佐賀県 23 3 石川県 3

1 京都府 15 12 北海道 3 8 新潟県 12 2 沖縄県 23 3 山梨県 3

1 和歌山県 15 12 青森県 3 8 富山県 12 13 北海道 19 3 静岡県 3

1 鳥取県 15 12 秋田県 3 8 石川県 12 13 岩手県 19 3 愛知県 3

1 徳島県 15 12 山形県 3 8 山梨県 12 13 秋田県 19 3 三重県 3

1 佐賀県 15 12 福島県 3 8 京都府 12 13 山形県 19 3 大阪府 3

1 熊本県 15 12 茨城県 3 8 兵庫県 12 13 栃木県 19 3 兵庫県 3

1 宮崎県 15 12 神奈川県 3 8 奈良県 12 13 千葉県 19 18 岩手県 2

1 鹿児島県 15 12 新潟県 3 8 和歌山県 12 13 石川県 19 18 和歌山県 2

20 青森県 12 12 三重県 3 8 岡山県 12 13 愛知県 19 18 鳥取県 2

20 山形県 12 12 島根県 3 21 岐阜県 9 13 滋賀県 19 18 島根県 2

20 新潟県 12 12 岡山県 3 21 福岡県 9 13 和歌山県 19 18 山口県 2

20 富山県 12 12 山口県 3 21 沖縄県 9 13 山口県 19 18 長崎県 2

20 石川県 12 12 熊本県 3 24 茨城県 8 13 香川県 19 18 大分県 2

20 山梨県 12 12 沖縄県 3 25 秋田県 6 13 大分県 19 25 青森県 1

20 長野県 12 26 栃木県 1 25 群馬県 6 26 富山県 18 25 秋田県 1

20 愛知県 12 26 群馬県 1 25 埼玉県 6 26 鹿児島県 18 25 群馬県 1

20 滋賀県 12 26 埼玉県 1 25 千葉県 6 28 福島県 16 25 新潟県 1

20 大阪府 12 26 千葉県 1 25 静岡県 6 28 東京都 16 25 富山県 1

20 兵庫県 12 26 富山県 1 25 三重県 6 28 新潟県 16 25 福井県 1

20 岡山県 12 26 石川県 1 25 高知県 6 28 京都府 16 25 長野県 1

20 広島県 12 26 福井県 1 32 北海道 0 32 山梨県 14 25 岐阜県 1

20 香川県 12 26 山梨県 1 32 青森県 0 32 愛媛県 14 25 滋賀県 1

20 愛媛県 12 26 岐阜県 1 32 山形県 0 32 長崎県 14 25 京都府 1

20 大分県 12 26 静岡県 1 32 東京都 0 35 茨城県 6 25 奈良県 1

36 沖縄県 10 26 愛知県 1 32 福井県 0 35 岐阜県 6 25 岡山県 1

37 福島県 7 26 大阪府 1 32 長野県 0 35 静岡県 6 25 広島県 1

37 群馬県 7 26 奈良県 1 32 愛知県 0 35 大阪府 6 25 徳島県 1

37 東京都 7 26 和歌山県 1 32 滋賀県 0 35 兵庫県 6 25 香川県 1

37 岐阜県 7 26 鳥取県 1 32 島根県 0 35 奈良県 6 25 愛媛県 1

37 山口県 7 26 徳島県 1 32 広島県 0 35 島根県 6 25 佐賀県 1

37 高知県 7 26 福岡県 1 32 愛媛県 0 35 広島県 6 25 熊本県 1

37 長崎県 7 26 佐賀県 1 32 長崎県 0 35 高知県 6 25 宮崎県 1

44 静岡県 2 26 長崎県 1 32 熊本県 0 35 福岡県 6 25 鹿児島県 1

44 奈良県 2 26 大分県 1 32 大分県 0 35 熊本県 6 25 沖縄県 1

44 島根県 2 26 宮崎県 1 32 宮崎県 0 35 宮崎県 6 46 高知県 0

44 福岡県 2 47 東京都 0 32 鹿児島県 0 47 埼玉県 3 46 福岡県 0

県警捜査報償費交際費 政務調査費 入札 住宅供給公社



金額

入札

1 9 札幌市 10 30 12 5 3 0 0 6 3 3 0 10 72 63
2 1 横浜市 10 30 15 0 1 0 0 6 3 3 3 10 71 62
3 3 福岡市 10 30 7 0 1 0 2 0 10 3 7 10 70 61
4 6 京都市 10 30 10 0 1 0 0 8 3 3 3 10 68 59
5 2 千葉市 10 30 7 0 1 0 0 6 3 3 7 10 67 58
6 5 名古屋市 10 30 10 0 1 0 0 6 3 3 3 10 66 57
6 7 神戸市 10 30 10 2 0 0 5 6 3 3 7 0 66 57
8 11さいたま市 10 30 5 5 1 0 0 0 3 3 7 10 64 56
8 4 川崎市 10 30 12 0 3 0 0 0 3 3 3 10 64 56
8 8 広島市 10 30 15 0 0 0 0 0 3 3 3 10 64 56
11 10 仙台市 10 30 7 0 1 0 0 0 3 0 3 10 54 47
12 12 北九州市 10 30 2 0 1 0 0 0 3 3 3 0 42 37
13 13 大阪市 10 30 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 38 33

百
点
満
点
換
算

政令指定都市　総合ランキング

合計

ポイント

住宅供給公社

収
支
明
細
の
記
載

支
払
利
息

物
品
購
入

（
紙

）

情
報
公
開
制
度

地
番

領
収
書
等
の
添
付

注）住宅供給公社不存在もしくは保有土地がない場合、土地開発公社に請求した。

コ
ピ
ー

代

（
円

）

コ
ピ
ー

代

交
際
費

視
察
報
告
書

取
得
価
格

政務調査費

活
動
成
果
の
記
載

本
年

昨
年

総合
順位

自
治
体
名

順 自治体名 ﾎﾟｲﾝﾄ 順 自治体名 ﾎﾟｲﾝﾄ 順 自治体名 ﾎﾟｲﾝﾄ 順 自治体名 ﾎﾟｲﾝﾄ
1 横浜市 15 1 札幌市 8 1 京都市 8 1 福岡市 30
1 広島市 15 2 神戸市 7 2 札幌市 6 2 さいたま市 23
3 札幌市 12 3 さいたま市 6 2 千葉市 6 2 千葉市 23
3 川崎市 12 4 川崎市 3 2 横浜市 6 4 横浜市 19
5 名古屋市 10 4 福岡市 3 2 名古屋市 6 4 川崎市 19
5 京都市 10 6 仙台市 1 2 神戸市 6 4 名古屋市 19
5 神戸市 10 6 千葉市 1 7 仙台市 0 4 京都市 19
8 仙台市 7 6 横浜市 1 7 さいたま市 0 4 広島市 19
8 千葉市 7 6 名古屋市 1 7 川崎市 0 9 札幌市 16
8 福岡市 7 6 京都市 1 7 大阪市 0 9 仙台市 16
11 さいたま市 5 6 北九州市 1 7 広島市 0 11 神戸市 13
12 大阪市 2 12 大阪市 0 7 北九州市 0 12 北九州市 9
12 北九州市 2 12 広島市 0 7 福岡市 0 13 大阪市 6

政令指定都市　項目別ランキング
交際費 政務調査費 入札（紙） 公社

入札

1 9 札幌市 12 5 3 0 0 6 3 3 0 10 42 49
2 1 横浜市 15 0 1 0 0 6 3 3 3 10 41 48
3 4 福岡市 7 0 1 0 2 0 10 3 7 10 40 47
4 7 京都市 10 0 1 0 0 8 3 3 3 10 38 45
5 3 千葉市 7 0 1 0 0 6 3 3 7 10 37 44
6 6 名古屋市 10 0 1 0 0 6 3 3 3 10 36 42
6 8 神戸市 10 2 0 0 5 6 3 3 7 0 36 42
8 11さいたま市 5 5 1 0 0 0 3 3 7 10 34 40
8 5 川崎市 12 0 3 0 0 0 3 3 3 10 34 40
8 2 広島市 15 0 0 0 0 0 3 3 3 10 34 40
11 10 仙台市 7 0 1 0 0 0 3 0 3 10 24 28
12 12 北九州市 2 0 1 0 0 0 3 3 3 0 12 14
13 13 大阪市 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 8 9.4

本
年

昨
年

開示度
順位

自
治
体
名

百
点
満
点
換
算

政令指定都市　開示度ランキング

合計

ポイント

住宅供給公社

収
支
明
細
の
記
載

支
払
利
息

物
品
購
入

（
紙

）

情
報
公
開
制
度

地
番

交
際
費

視
察
報
告
書

取
得
価
格

領
収
書
等
の
添
付

政務調査費

活
動
成
果
の
記
載



金額

入札

函館市 10 30 12 0 6 8 5 × 10 3 7 10 91
弘前市 10 30 12 0 1 0 0 0 43
宇都宮市 10 30 10 0 3 0 0 0 3 0 3 10 59
成田市 10 30 5 0 1 10 0 × 3 3 7 0 59
川口市 10 30 10 0 1 0 0 41
柏市 10 30 10 0 0 8 2 6 56
新潟市 10 30 10 0 3 0 0 0 3 3 3 10 62
金沢市 10 30 7 0 1 0 0 6 3 3 0 0 50
小松市 10 30 5 0 3 0 0 × 0 3 7 10 58
加賀市 10 30 7 0 1 0 0 × 3 3 3 10 57
静岡市 10 30 2 0 10 10 5 6 3 3 7 10 86
奈良市 10 30 7 0 1 0 0 0 3 0 0 10 51
和歌山市 10 30 15 0 1 0 0 0 3 3 3 10 65
松江市 20 10 0 1 0 0 3 3 0 0 17
阿南市 20 10 15 0 1 0 5 × 31
岡山市 10 30 10 0 3 0 0 6 3 3 3 10 68
高知市 10 30 10 0 1 3 1 45
佐賀市 10 30 10 0 10 0 5 0 55
熊本市 10 30 15 0 1 0 0 0 46
大分市 10 30 15 0 1 0 0 0 3 3 3 10 65
別府市 10 30 2 0 1 0 0 × 0 3 3 10 49
臼杵市 10 30 7 37
日田市 10 30 12 0 6 10 5 0 63

× 　= 予定価格作成せず
川口市は、１決裁文書につき１００円公開手数料をとるため失格

= 資料未入手

土地開発公社なし

ポイント

合
計

取
得
価
格

支
払
利
息

物
品
購
入

（
紙

）

情
報
公
開
制
度

活
動
成
果
の
記
載

視
察
報
告
書

任意参加市　総合ランキング

政務調査費 土地開発公社

地
番

収
支
明
細
の
記
載

領
収
書
等
の
添
付

自
治
体
名

コ
ピ
ー

代

（
円

）

コ
ピ
ー

代

交
際
費



情報公開度ランキング
都道府県　過去8回の総合順位

1 宮城 1 北海道 1 宮城 1 宮城 1 宮城 1 宮城 1 宮城 1 鳥取
2 沖縄 2 沖縄 2 三重 2 北海道 2 北海道 1 愛媛 2 岩手 2 三重
3 徳島 3 青森 3 北海道 3 三重 3 三重 3 大阪 2 三重 3 和歌山
4 岡山 4 宮城 3 山口 4 高知 3 高知 4 岩手 2 和歌山 3 福井
5 岩手 5 岩手 5 青森 5 愛知 3 岩手 4 長野 5 大阪 5 山口
6 千葉 6 高知 6 岩手 6 新潟 3 愛媛 6 北海道 5 鳥取 6 宮城
6 鳥取 7 神奈川 7 千葉 7 秋田 3 長野 6 秋田 7 秋田 7 沖縄
8 奈良 8 新潟 8 新潟 8 岩手 8 秋田 6 沖縄 8 千葉 8 岩手
8 島根 8 徳島 9 京都 9 京都 8 兵庫 6 愛知 8 山口 9 京都
10 新潟 10 和歌山 9 高知 10 愛媛 10 大阪 6 埼玉 10 愛知 9 栃木
10 石川 11 京都 11 沖縄 11 滋賀 11 沖縄 11 三重 10 愛媛 9 岐阜
12 福井  12 鹿児島 11 大阪 12 大阪 11 鳥取 11 神奈川 10 沖縄 12 徳島
12 愛媛 13 三重 11 福島 13 沖縄 13 青森 11 滋賀 13 青森 12 埼玉
14 北海道 14 大阪 14 神奈川 14 青森 13 神奈川 14 徳島 14 埼玉 14 茨城
14 茨城 14 香川 15 和歌山 14 石川 13 岐阜 14 大分 14 富山 14 愛知
16 大阪 16 奈良 15 愛媛 14 鳥取 13 香川 16 鳥取 14 山梨 16 愛媛
16 和歌山 17 福島 17 徳島 17 神奈川 17 愛知 16 群馬 17 神奈川 17 佐賀
18 神奈川 18 長野 18 滋賀 17 岐阜 18 岡山 18 高知 18 長野 17 秋田
19 広島 19 石川 19 鳥取 19 山口 18 熊本 18 岐阜 19 福島 17 千葉
20 福島 20 茨城 20 奈良 20 岡山 20 滋賀 18 香川 20 栃木 17 青森
20 高知 21 山梨 21 広島 21 埼玉 20 山口 18 京都 20 岡山 21 福島
22 埼玉 22 兵庫 22 石川 22 福島 20 埼玉 18 石川 22 北海道 21 大阪
22 兵庫 23 滋賀 22 福岡 23 和歌山 20 和歌山 23 熊本 23 石川 23 大分
24 滋賀 24 秋田 24 鹿児島 23 徳島 20 長崎 23 栃木 23 岐阜 24 高知
25 三重 24 佐賀 25 山梨 25 兵庫 20 栃木 23 千葉 25 京都 25 岡山
26 青森 26 埼玉 25 佐賀 25 長崎 20 山形 23 静岡 26 福井 25 富山
26 富山 26 福岡 27 大分 25 熊本 27 京都 23 島根 26 大分 27 静岡
28 長野 28 山口 28 香川 28 群馬 27 福島 28 福井 28 徳島 28 群馬
28 京都 29 福井 29 秋田 28 鹿児島 27 徳島 29 兵庫 29 熊本 29 石川
30 秋田 29 鳥取 29 茨城 30 千葉 27 千葉 29 青森 30 滋賀 30 宮崎
31 群馬 31 広島 31 埼玉 31 大分 27 山梨 29 和歌山 30 広島 30 奈良
32 香川 32 島根 32 長野 32 島根 32 群馬 29 山口 32 島根 32 神奈川
33 東京 33 富山 33 長崎 33 香川 32 福井 29 福島 33 群馬 32 滋賀
34 鹿児島 34 群馬 34 岐阜 34 広島 34 新潟 29 山梨 34 高知 34 山梨
35 山口 35 宮崎 35 福井 35 栃木 34 鹿児島 29 茨城 35 新潟 35 長野
36 福岡 36 千葉 36 山形 35 奈良 34 大分 36 山形 35 鹿児島 36 鹿児島
37 長崎 37 熊本 37 島根 37 茨城 34 茨城 37 岡山 37 佐賀 37 広島
37 宮崎 38 岐阜 38 兵庫 38 福岡 38 石川 37 鹿児島 38 香川 38 山形
39 栃木 39 長崎 39 熊本 38 佐賀 38 奈良 37 福岡 38 宮崎 38 島根
40 熊本 40 大分 40 富山 40 福井 38 静岡 40 長崎 40 茨城 40 熊本
41 岐阜 41 栃木 41 宮崎 41 長野 41 島根 41 新潟 40 兵庫 41 香川
41 愛知 42 愛知 42 群馬 42 宮崎 42 福岡 42 広島 42 山形 41 長崎
41 大分 失格岡山 43 栃木 43 山梨 43 佐賀 43 富山 42 福岡 43 北海道
44 山梨 失格東京 44 愛知 44 富山 43 宮崎 43 佐賀 44 静岡 44 福岡
45 佐賀 失格愛媛 失格岡山 失格東京 43 富山 45 奈良 45 奈良 45 兵庫
46 静岡 失格静岡 失格東京 失格山形 46 広島 45 宮崎 46 長崎 46 新潟
47 山形 失格山形 失格静岡 失格静岡 失格東京 失格東京 失格東京 失格 東京都

注１．第1回ランキング調査では、閲覧手数料を失格とする評価をしていない。
注２．山形県の第２回の失格は条例未施行のため、第４回の失格はコピー代充当型の閲覧手数料も失格としたため。
　

第１回 第２回 第３回 第４回 第8回第7回第５回 第6回



北海道 6 1,075 香川県 6 1,150
青森県 1/3 4 1,500 キャノン 愛媛県 6 1,627

2/3 4 1,150 三菱製紙 高知県 3 1069 他用紙との一括入札

3/3 3 1,440 リコー 福岡県 7 1,069
岩手県 8 970 佐賀県 8 1,085 他用紙との一括入札

宮城県 13 1,091.5 長崎県 15 1,045
秋田県 2 1,035 熊本県 17 1,050
山形県 6 1,138 大分県 1/3 13 1,350 リコー　ﾏｲﾘｻｲｸﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ

福島県 16 944 2/3 13 1,300 キャノン ＥＮ－１００

茨城県 ？ 3/3 13 1,250 アドミックス　Ｒ－１００

栃木県 上 33 1,065 宮崎県 4 1,300
下 29 1,040 鹿児島県 1/9 2 1,080

群馬県 1/4 3 1,800 コニカＮＲ－Ａ100 2/9 2 1,180
2/4 6 1,770 キャノン 3/9 2 1,240
3/4 6 1,725 ゼロックス 4/9 3 1,180
4/4 6 1,650 リコー 5/9 2 1,240

埼玉県 11 1,055 6/9 4 1,180
千葉県 10 1,310 7/9 3 1,180
東京都 10 1,094 8/9 1 1,480

神奈川県 上 10
一括入札の金額のみ公開（内
訳は公開していない）

9/9 1 1,480

下 10
一括入札の金額のみ公開（内
訳は公開していない）

沖縄県 1/9 17 1,640 ゼロックス ｸﾞﾘｰﾝ100

新潟県 18 1,110 2/9 16 1,520 王子製紙　オゾン100

富山県 11 1,275 3/9 15 1,450 大王製紙 ﾘｻｲｸﾙ100

石川県 上 4 1,090 他用紙との一括入札 4/9 14 1,585 キャノン ＥＮ－１００

下 4 1,090 他用紙との一括入札 5/9 13 1,530 リコー　ﾏｲﾘｻｲｸﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ

福井県 3 1,150 他用紙との一括入札 6/9 12 1,300 日本製紙　ナチュラル１００

山梨県 1/2 8 1,830 ゼロックス ｸﾞﾘｰﾝ100 7/9 11 1,550 ニューやまゆり100

2/2 7 1,950 リコー　ﾏｲﾘｻｲｸﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ 8/9 10 1,500 紀州製紙

長野県 4 1,000 他用紙等との一括入札 9/9 9 1,400 日本紙パルプ㈱　ｵｰﾀﾞｰアドミックス

1/5 2 1,310 リコー　ﾏｲﾘｻｲｸﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ 札幌市 2 1,075

2/5 4 1,280 ＥＮ－１００ 仙台市 6 1144.5
不調（全て辞退のため）→他の
業者と随意契約

3/5 2 1,300 リソー用紙　ＣＰ－１００ さいたま市 7 1,089
4/5 5 1,500 ＫＢ用紙　ＫＢ－Ｓ３９Ｎ 千葉市 1/2 4 1,125
5/5 3 1,500 Ｇｒｅｅｎ１００ 横浜市 上 4 1,055

岐阜県 11 1,118 他用紙との一括入札 下 4 1,052
静岡県 1/4 12 1,115 川崎市 ？ コピー用紙代金は複写料金に含まれる

2/4 13 1,140 名古屋市 11 1,055 不調→最低価格者と随意契約

3/4 13 1,130 京都市 5 1,055
4/4 1 1,155 大阪市 7 1,190

愛知県 15 1,190 不調→最低価格者と随意契約 神戸市 8 1,100 他用紙等との一括入札

三重県 1/6 2 1,240 ２１業者に対して提示、キャノン 広島市 上 6 1090
2/6 5 1,350 ２１業者に対して提示、ゼロックス 下 4 1083
3/6 1 1,170 ２１業者に対して提示、リコー 北九州市 18 1,120
4/6 1 1,350 ２１業者に対して提示、紀州製紙 福岡市 18 1078

5/6 2 1,170 ２１業者に対して提示、コクヨ 函館市 4 1,100
一般部局と公営企業分を一括して
見積もりを数社からとり、最も低価
格のところへ一括発注している

6/6 3 1,290 ２１業者に対して提示、王子製紙 弘前市 11 1,144.5
滋賀県 上 13 1,225 他用紙との一括入札 宇都宮市 6 1,325

下 13 1,215 他用紙との一括入札 柏市 8 1,150 他用紙との一括入札

京都府 19 1,080 新潟市 8 1,186.5

大阪府 7 1,146 金沢市 22 1,225

兵庫県 1/2 8 1,130 小松市 9 1,400 他用紙との一括入札

2/2 8 1,160 不調→最低価格者と随意契約 加賀市 5 1,600
奈良県 10 1,119 和歌山市 7 1,480
和歌山県 1/5 5 1,430 キャノン ＥＮ－１００ 松江市 9 1,094

2/5 5 1,410 リコー　ﾏｲﾘｻｲｸﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ 岡山市 21 1,039
3/5 3 1,680 ゼロックス ｸﾞﾘｰﾝ100 高知市 8 955
4/5 4 1,640 東芝 ｸﾞﾘｰﾝｵﾌｨｽ100N 佐賀市 23 1,250
5/5 15 1,215 大王製紙　ﾘｻｲｸﾙ100 熊本市 上 7 1,070 他用紙との一括入札

鳥取県 1/2 18 1,097 下 9 1,070 他用紙との一括入札

2/2 12 1,099 大分市 16 1,100
島根県 8 1,055 別府市 13 1,200
岡山県 上 24 1,059 日田市 10 1,120 他用紙との一括入札

下 29 1,027 成田市 3 1,120 他用紙との一括入札
広島県 上 6 1,090 川口市 7 1,135 他用紙との一括入札

下 4 1,083 阿南市 11 1,085
山口県 7 1,280 静岡市 10 1,170
徳島県 1/4 1 1,920 富士ゼロックス㈱製用。随意契約 奈良市 5 1,100

2/4 1 2,285.7 ㈱リコー製用。随意契約
3/4 1 2,285.7 ㈱キャノン製用。随意契約 1,264円
4/4 1 2,285.7 ㈱コニカ製用。随意契約

自治体　２００４年入札　Ａ４コピー用紙価格一覧

自治体名 期
ﾒｰｶｰ
指定

備　　考自治体名
2500枚
当たり（円）
税抜

入札
業者数

都
道
府
県

2500枚
当たり（円）
税抜

入札
業者数

自治体平均落札額

都
道
府
県

備　　考

任
意
市

政
令
指
定
都
市

ﾒｰｶｰ
指定

期

参考資料１



　　　

15年度 1,105 リコー 5

16年度 1,040 東洋ノーリツ 4

15.4.2 1,114 トッパン・フォームズ 4

15.7.1 1,223 リコー 5

15.10.1 1,090 リコー 3

15.12.17 1,075 リコー 3

16.3.31 1,075 リコー 3

16.6.30 1,075 リコー 3

16.9.30 1,075 リコー 2

16.12.20 1,075 リコー 3

15.4.22 7,062,500 1,060 トッパン・フォームズ 7

15.7.15 9,175,000 1,045 リコー 6

15.10.22 9,250,000 1,025 トッパン・フォームズ 6

16.1.13 8,425,000 1,025 トッパン・フォームズ 6

16.7.13 26,960,000 1,025 リコー 6

15.7.4 5,750,000 1,020 東京ビル整美 7

15.1128 33,750,000 1,020 東京ビル整美 4

15.4.24 42,580,000 1,045 富士ゼロックス・オフィスサプライ 6

16.4.14 45,990,000 1,020 富士ゼロックス・オフィスサプライ 4

外務省 1,325 15.3.10 72,715,000 1,100 リコー 7

4

15.4.7 1,035 リコー 6

16.4.5 980 リコー 5

15.3.24 10

15.3.19 7

1,035 15.4.16 1,015 リコー 4

1,200 15.12.12 1,015 リコー 4

1,200 16.4.15 980 リコー 4

15.3.24 1,080 国永紙業 5

16.3.23 1,023 タケマエ 4

15.3.27 1,068 タケマエ 3

15.9.30 1,078 タケマエ 3

16.3.26 1,052 国永紙業 3

16.9.27 1,028 国永紙業 2

15.4.11 5

16.4.14 4

15.4.18 1,000 リコー 8

15.4.21 965 リコー 7

15.4.2/10.1 5/6

16.4.2/10.1 5/5

15.4.2 6

16.4.19 3

15.4.18 6,500,000 1,200 大橋商店 6

15.6.17 6,250,000 1,180 山口文洋堂 9

15.9.16 7,500,000 1,175 第一文真堂 10

16.1.20 6,375,000 1,175 第一文真堂 6

16.4.19 6,250,000 1,040 ミヤジマ 7

16.6.18 6,400,000 1,029 ミヤジマ 7

16.10.4 7,550,000 1,020 ミヤジマ 9

1,285 15.6.13 2,500,000 1,184 大橋商店 2

1,202 15.8.5 2,500,000 1,170 東洋ノーリツ 3

1,153 15.10.20 2,500,000 1,150 大橋商店 5

1,180 15.12.16 2,500,000 1,099 東洋ノーリツ 4

1,210 16.2.20 2,500,000 1,080 大洋堂 3

1,150 16.4.26 2,500,000 1,079 三栄堂 3

1,100 16.7.2 3,000,000 1,090 大橋商店 3

1,090 16.12.10 6,250,000 1,017 東洋ノーリツ 11

*調達予定数量が ND となっているのは、入札額が単価表示・または箱数単位のもの。
*色塗は、予定価格が開示されたもの。

中央省庁　２００３～０４年入札　Ａ４コピー用紙予定価格情報公開　結果一覧

複数サイズ混の入札でND　後藤商事が落札

複数サイズ混の入札でND　リコーが落札

複数サイズ混の入札でND　リコーが落札

会計検査院

不開示

環境省 不開示

ND

法務省

防衛施設庁

防衛庁 不開示

ND

ND

複数サイズ混の入札でND　リコーが落札

複数サイズ混の入札でND　リコーが落札

社会保険庁 不開示

複数サイズ混の入札でND　タケマエが落札

不開示

予定価格（円）
（2500枚当たり）

税抜

国土交通省 不開示

農林水産省 不開示

経済産業省 不開示

厚生労働省

財務省 不開示

16年度入札は複数サイズ混の入札。予定価格は開示。トッパン・フォームズが落札。

内閣府 不開示

警察庁

総務省 不開示

調達予定
数量（枚）

複数サイズ混の入札でND　コーヨーが落札

複数サイズ混の入札でND　トッパン・フォームズが落札

不開示

国税庁 不開示

文部科学省

不開示

ND

ND

落札額（円）
（2500枚当たり）

税抜
落札業者

入札参加
業者数

ND*

ND

入札日

参考資料２



都道府県名
65％未満 65％～ 70％～ 75％～ 80％～ 85％～ 90％～ 95％～ 100% 件数計

落札率
90％未
満

落札率
90％以上
95％未満

落札率
95％以
上

落札率
100％

福島県警 0 0 0 0 0 1 1 8 28 38 2.6% 2.6% 21.1% 73.7%

栃木県警 1 1 0 0 0 0 0 3 12 17 11.8% 0.0% 17.6% 70.6%

富山県警 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%

宮城県警 0 0 0 0 0 0 0 24 10 34 0.0% 0.0% 70.6% 29.4%

神奈川県警 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0.0% 0.0% 71.4% 28.6%

香川県警 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%

新潟県警 0 0 0 0 0 0 1 24 6 31 0.0% 3.2% 77.4% 19.4%

岩手県警 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0.0% 0.0% 87.5% 12.5%

鳥取県警 0 0 0 0 0 1 0 7 1 9 11.1% 0.0% 77.8% 11.1%

石川県警 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

山梨県警 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

岐阜県警 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

奈良県警 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

和歌山県警 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

岡山県警 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

佐賀県警 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

沖縄県警 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

大阪府警 0 0 0 0 0 0 1 17 0 18 0.0% 5.6% 94.4% 0.0%

兵庫県警 0 0 0 0 0 0 1 12 0 13 0.0% 7.7% 92.3% 0.0%

京都府警 0 0 0 0 0 0 2 9 0 11 0.0% 18.2% 81.8% 0.0%

徳島県警 0 0 0 0 0 0 2 8 0 10 0.0% 20.0% 80.0% 0.0%

福岡県警 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

山口県警 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 66.7% 33.3% 0.0% 0.0%

【落札率比率】　

警察制服落札率調査　２００４年入札分

【落　札　率】

【談合疑惑度】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福島県警

栃木県警

富山県警

宮城県警

神奈川県警

香川県警

新潟県警

岩手県警

鳥取県警

石川県警

山梨県警

岐阜県警

奈良県警

和歌山県警

岡山県警

佐賀県警

沖縄県警

大阪府警

兵庫県警

京都府警

徳島県警

福岡県警

山口県警

落札率
90％未満

落札率
90％以上95％未満

落札率
95％以上

落札率
100％

参考資料３

件数
複数回
入札

一位
不動

予定価格
（円）税抜

落札価格
（円）税抜

落札率
（％）

落札率
レベル

241 45 43 2,380,471,744 2,344,228,920 98.26%

香川県警 5 2 2 25,728,730 25,687,520 99.84% 95

新潟県警 31 204,772,356 204,405,777 99.82% 95

栃木県警 17 2 2 4,029,660 4,019,952 99.76% 95

山梨県警 6 3 3 24,720,000 24,640,010 99.68% 95

和歌山県警 6 36,051,200 35,925,390 99.65% 95

宮城県警 34 13 12 258,181,200 257,227,975 99.63% 95

富山県警 3 18,015,370 17,944,870 99.61% 95

神奈川県警 7 3 3 335,151,136 333,523,113 99.51% 95

奈良県警 4 50,312,000 50,049,790 99.48% 95

沖縄県警 6 4 4 132,130,900 131,328,910 99.39% 95

福島県警 38 3 3 261,827,730 258,713,780 98.81% 95

佐賀県警 3 47,664,432 47,057,930 98.73% 95

岐阜県警 5 2 2 85,760,951 84,613,100 98.66% 95

石川県警 2 34,150,000 33,684,120 98.64% 95

岩手県警 8 1 1 62,908,820 61,896,060 98.39% 95

岡山県警 1 7,748,400 7,607,520 98.18% 95

兵庫県警 13 205,370,000 200,702,945 97.73% 95

徳島県警 10 3 3 65,975,430 64,278,338 97.43% 95

大阪府警 18 1 1 371,494,290 359,608,000 96.80% 95

京都府警 11 1 1 57636168 55542140 96.37% 95

鳥取県警 9 7 6 73,801,952 70,037,480 94.90% 90

福岡県警 1 16,997,000 15,695,140 92.34% 90

山口県警 3 44,019 39,060 88.73% 85




